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Ⅰ 森林共生フォーラム規約

第１章 総 則

（名 称）

第１条 本会は、「森林共生フォーラム」と称する。

第 2章 目的及び事業

（目 的）

第２条 森林に対する国民の要請の多様化に対応して、森林と人との共生に関

する総合的な調査、研究、情報の収集、提供、セミナー、研修会等を行い、

森林機能の増進、地域の振興、発展等に資するため、森林共生フォーラムを

設ける。

（事 業）

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

① 森林と人との共生に関する総合的な情報の収集、提供

② 森林と人との共生に関するセミナー、研修会、視察会等の開催

③ 森林の総合利用に関する手法の開発、調査、研究

④ 国有林野の利活用に関する情報の収集、提供

⑤ その他本会の目的を達成するために必要な事業

第３章 会 員

（会 員）

第４条 本会の目的に賛同する法人、その他の団体及び個人は、本会の会員と

なることができる。

（会員の権利）

第５条 会員は、本会が発行する機関誌の配布を受けるほか、本会が行う活動

に参加することができる。

（入退会）

第６条 入退会をしようとする者は、代表幹事が別に定める入会申込書・退会

届書を代表幹事に提出しなければならない。

２ 代表幹事は、入退会を承認したときは、その旨を通知するものとする。
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（除 名）

第７条 代表幹事は、会員が次の各号の一に該当するときは、幹事会の議決を

経て、これを除名することができる。

① 会費を 1年以上滞納したとき

② 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為があったとき

（会 費）

第８条 会費は、年会費及び入会金とし、総会で別に定める。

第 4章 役員等

（役 員）

第 9条 本会に、次の役員を置く。

① 代表幹事 1名

② 幹事 8名以上 10 名以内（代表幹事及び事務局長を含む。）

③ 事務局長 1名

④ 監事 1名又は 2名

（役員の選任）

第 10 条 幹事及び監事は、総会において会員の中から選任する。ただし、総会

で必要と認めたときは、会員以外のものから幹事 3 人以内を選任することが

できる。

２ 代表幹事、事務局長は、幹事会で幹事の互選により選任する。

３ 幹事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

（役員の職務）

第 11 条 代表幹事は、本会を代表し、会務を総理する。

２ 事務局長は、代表幹事の命を受けて本会の業務を掌理し、事務を総括する

とともに、代表幹事に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代行する。

３ 監事は、会計を監査し、その結果を翌会計年度に属する総会において報告

する。

（役員の任期）

第 12 条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

２ 補欠又は補充により選任された役員の任期は、それぞれ前任者の残任期間

とする。
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（役員の解任）

第 13 条 役員は、本人の申し出のあったとき、又は本会の役員としてふさわし

くない行為があったときは、その任期中であっても幹事会の議を経て代表幹

事がこれを解任することができる。

（顧問等）

第 14 条 本会に顧問及び参与を置くことができる。顧問及び参与は、幹事会の

承認を得て、代表幹事が委嘱する。

第５章 会 議

（総会の開催等）

第 15 条 総会は、毎事業年度終了後、２箇月以内に代表幹事が招集する。ただ

し、幹事会が必要と認めるとき、又は会員総数の３分の１以上から請求があ

った場合は、臨時総会を開催しなければならない。

（総会の議決等）

第 16 条 総会は、会員の過半数が出席して成立し、その議決は、この規約に別

段の定めがある場合を除いて、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議

長の決するところによる。ただし、書面又は代理人をもって議決権を行使し

ようとする者は、出席者とみなす。

２ 総会の議長は、代表幹事がこれにあたる。臨時総会の議長は、出席会員の

互選による。

（総会の決議事項）

第 17 条 この規約において、別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる

事項は、総会の議決を経なければならない。

① 規約の制定又は改廃

② 解散及び残余財産の処分

③ 会費の額及びその徴収方法の決定

④ 事業計画及び収支予算の決定

⑤ 事業報告及び収支決算の承認

⑥ その他幹事会において必要と認めた事項

２ 前項の第 1 号及び第 2 号は、特別議決事項とし、出席者の 3 分の２以上の

議決を必要とする。
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（議事録）

第 18 条 総会の議事については、事務局が議事録を作成し、備え付けておかな

ければならない。

（幹事会）

第 19 条 幹事会は、代表幹事、事務局長、幹事をもって構成し、この規約に定

めるもののほか会務の執行に関する重要な事項について決定する。

２ 幹事会は、代表幹事が必要と認めたとき、これを招集する。

３ 幹事会の決議等は、第 16 条を準用する。

第 6章 部 会

（部 会）

第20条 本会に会務の運営及び第３条各号に掲げる活動の円滑な遂行のために

必要な部会を設けることができる。

２ 部会の設置は、幹事会の承認を得て代表幹事が定める。

第７章 会 計

（経費の支弁）

第 21 条 本会の経費は、年会費、入会金、寄付金及びその他の収入をもって支

弁する。

（会計年度）

第 22 条 本会の会計年度は、1月 1日から 12 月 31 日までとする。

（予算及び決算）

第 23 条 本会の予算及び決算は、総会に諮る前に幹事会の議を経なければなら

ない。

第８章 事務局

（事務局）

第24条 本会の事務を処理するため、事務局長の所属する団体に事務局を置く。

２ 事務局に関して必要な事項は、代表幹事がこれを定める。

（帳 簿）

第25条 事務局には、次に掲げる書類及び帳簿を備えて置かなければならない。

① 会計に関する帳簿及び証拠書類

② その他事業の運営に必要な帳簿及び書類。
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第９章 雑 則

（その他）

第 26 条 この規約に定めるもののほか、業務の運営上必要な場合は、幹事会の

承認を得て、代表幹事が別途細則を定めることができる。

附 則

１ この規約は、平１４年２月 6日から施行する。

２ 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第 17 条第 4項の規定にかか

わらず、設立総会において定めるところによる。

３ 本会の設立初年度の役員は、第 10 条の規定にかかわらず、別紙によるもの

とし、その任期は第 12 条の規定にかかわらず、第 1回通常総会の終了の日

までとする。

４ 本会の設立準備に要した経費については、第 22 条の規定にかかわらず、最

初の事業年度の支出とする。

附 則

1 この規約は、平成 14 年 2 月 15 日から施行する。

2 この規約は、平成 21 年 2 月 18 日から施行する。
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Ⅱ 森林共生フォーラムの会費に関する規約

第１条 フォーラムの会費は、次のとおりとする。

① 年会費 法人、その他の団体 10 万円、個人１万円

② 入会金 法人、その他の団体 10 万円、個人１万円

第２条 部会に要する経費は、幹事会において決定する。

附 則

この規約は、平成 4年 2月 6日から施行する。

附 則

1 この規約は、平成 14 年 2 月 15 日から施行する。

2 第１条にかかわらず、特別な事情があると認められる場合は、代表幹事は、

幹事会に諮って入会金を免除することができる。


